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※入館時にご提示ください
※夜割には使用できません
※1枚で大人2名様利用可能
※他のクーポン、割引などとの併用不可

※入館時にご提示ください
※夜割には使用できません
※1枚で大人2名様利用可能
※他のクーポン、割引などとの併用不可

※入館時にご提示ください。
※1枚で小学生以下のお子様2名まで利用可能
※他のクーポン、割引などとの併用不可

ときがわ ときがわ ときがわ

※入館時にご提示ください。
※1枚で小学生以下のお子様2名まで利用可能
※他のクーポン、割引などとの併用不可

ときがわ
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　 11月は
　児童虐待防止推進月間です

ストップ！ 虐待

1
いちはやく

89  知らせて守る  こどもの未来
おどおどしている、家に帰りたがらない、表
情が乏しい、栄養失調、洋服が汚れている、
時期の異なる複数の外傷があるなど、「虐待
を受けたと思われる子ども」を見つけたとき
や、ご自身が出産や子育てに悩んだときには、
次の機関に連絡、相談してください。
〇連絡・相談先

・役場福祉課　☎ 65-0813　
・保健センター　☎ 65-1010
・家族相談支援センター　☎ 66-0222　
・川越児童相談所　☎ 049-223-4152 ㈹
○児童相談所全国共通ダイヤル　☎ 1

いちはやく
8 9

（お住まいの地域の児童相談所につながります）

問    福祉課 ☎ 65-0813

　水道メーターを交換します
町水道課では、計量法の規定による検定期間
の満期が間近となる水道メーターを、11月
10日㈫から11月24日㈫の間（第一工区※ 1）

及び12月10日㈭から12月24日㈭の間（第

二工区※ 2）に交換します。交換の対象となる
お宅には「水道メーター交換作業員」の腕章
又は名札を着けた「ときがわ町指定給水装置
工事事業者」が訪問し、交換作業を行います。
在宅していただく必要はありませんが、留守
中に敷地内に立ち入ることもありますので、
趣旨をご理解のうえご協力をお願いします。
交換料金は無料です。
※交換の対象となるお宅には、後日個別の通知を送
付します。使用者、請求先、所有者の変更がお済み
でない場合は、通知が返送される場合がありますの
で、水道課に異動届の提出をお願いします。

※ 1 第一工区　 番匠、本郷、別所、田中、桃木、関
堀、馬場、瀬戸元上、瀬戸元下、大附、
西平、雲河原、大野、椚平の各地区

※ 2 第二工区　玉川、田黒、五明、日影の各地区

【お願い】
・ メーターボックスの上に車や物を置かない

でください。
・ 犬は鎖でつないで、メーターに近づけない

ようにお願いします。
・ メーターボックス内に泥がたまっていたら、

排出しておいてください。
・ 交換作業は、細心の注意を払って行います

が、交換作業後、メーターボックス内での
漏水等を発見した際には、至急水道課まで
ご連絡ください。

問    水道課 ☎ 65-1555

　訓練放送（緊急地震速報）を
　実施します
町では、全国瞬時警報システム（Ｊアラー
ト）による国からの情報伝達訓練を行います。
町内に設置されている防災行政無線の屋外ス
ピーカー（戸別受信機を含む）から訓練放送
が流れます。実際の放送とお間違いにならな
いようご注意ください。

日　　時    11 月 5 日㈭　午前 10 時頃
　　　　　  　 ※訓練当日の状況によっては、変更

または中止する場合があります。

放送内容  　
♪チャイム音　
｢こちらは、防災ときがわです。ただ今から
訓練放送を行います。｣
♪緊急地震速報チャイム音　
｢緊急地震速報。大地震です。大地震です。
これは訓練放送です。｣　×３回
｢こちらは、防災ときがわです。これで訓練
放送を終わります。｣
♪チャイム音

訓練放送に併せ、シェイクアウト訓練をお試しくだ
さい。シェイクアウト訓練とは、各自がそれぞれの
場所で机の下に隠れるなどにより身の安全を確保す
る地震防災訓練です。具体的には、図の３つの安全
行動①→②→③を行うシンプルなものです。自宅や
会社等で安全行動をとり、防災対策を確認するきっ
かけにしてください。

シェイクアウト訓練

姿勢を低く！　　　体・頭を守って！　 じっとして！

問  総務課 ☎65-0401

　 令和元年度

　 情報公開の請求と決定状況

情報公開請求

件数 全部
公開

部分
公開 非公開 不存在

不服申
立て処
理件数

11 3 1 0 3 0

情報任意的公開請求

件数 全部
公開

部分
公開 非公開 不存在

1 1 0 0 0
※情報任意的公開請求とは、合併前の公文書に対す
る公開請求のことです。

自己情報開示等の請求と決定状況

開示
請求

訂正
請求

削除
請求

目的外
利用等
の中止
請求

決定状況

0 0 0 0 開示 0
一部非開示 0

問   総務課 ☎ 65-1650

交換対象
メーター

33
8

メーターの蓋の裏の
シールに３3 と表示の
あるものが対象です。 　 事業主の皆様へ

　労働保険のお知らせ
労働保険料（労災保険・雇用保険）の第 2
期分の納期限は 11 月 2 日㈪です。納付書
については、納期限の 10 日前頃に該当事業
所へ郵送します。また、保険料納付について
は口座振替が便利です。申込み手続きについ
ては厚生労働省もしくは埼玉労働局の HP を
ご覧ください。

問   埼玉労働局労働保険徴収課
　　 ☎ 048-600-6203

　 税を考える週間
11 月 11 日㈬～ 11 月 17 日㈫は「税を考え
る週間」です。今年は、「くらしを支える税」
をテーマとして、国民の皆さまに国民生活と
税の関わりを理解してもらうことにより、国
民各層の納税意識の向上を図ることとしてい
ます。詳しくは国税庁ホームページをご覧く
ださい。
URL    https://www.nta.go.jp/

国税庁 検 索
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